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（３）消費税軽減税率制度への対応
～軽減税率に対応するための補助金があります～

消費税軽減税率制度の概要
○実施時期：平成 31 年 10 月 1 日
○対象品目： ・酒類及び外食を除く飲食料品
　　　　　   ・定期購読契約が締結された週 2 回以上発行される新聞
○軽減税率：8％（国分 6.24%、地方分 1.76%） 標準税率：10％（国分 7.8%、地方分 2.2% ）

軽減税率対策補助金の概要
　中小企業・小規模事業者等の方々に、消費税軽減税率制度への対応を円滑に進めていただくため、複数税
率対応レジの導入や、受発注システムの改修などに要する経費の一部を補助します。

簡易課税制度の仕入控除税額の計算　　（１種類の事業のみを営む場合）

簡易課税制度の事業区分とみなし仕入率　

　簡易課税制度の適用を受けるには、適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消
費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の税務署に提出しなければなりません。相続により事業を
承継した場合、被相続人が提出していた「消費税簡易課税制度選択届出書」の届出の効力は、相続人
には及びません。このため、相続人がこの特例の適用を受けるかどうかは、その相続人の選択により
ます。簡易課税制度の適用を引き続き受けたい場合は、その課税期間中に改めて届出を行います。

CHECK!!

適用要件

※基準期間とは、簡易課税制度の適用可否を判断する基準となる期間のことで、法人は前々事業年度、個人事業者は前々年
　（１月～12月）です。

要件１

要件２

課税事業者の基準期間（※）における課税売上高が5,000万円以下であること

「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に納税地の税務署に提出していること

事業区分 該当する事業 みなし仕入率

第二種事業

第三種事業

第四種事業

第六種事業

第五種事業

第一種事業 （他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業）
卸売業

（他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで消費者に販売する事業）
小売業

農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業（製造小売業含む）、電気業、ガス業、
熱供給業、水道業
第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の
事業（飲食店業等）

運輸通信業、金融・保険業、サービス業

不動産業

90%

80%

70%

60%

50%

40%

×=仕入控除税額 みなし仕入率
課税標準額に対する消費税額
（売上対価の返還等に係る消費税の

合計額を控除した残額）

消費税軽減税率対策については下記を御参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/2016/160413zeisei.pdf

（２）消費税の簡易課税制度
～消費税の申告・納付にかかる事務負担を軽減します～

制度の概要
　簡易課税制度とは、申告・納付する消費税額について課税売上高を基に計算できる制度です。課税期間
の課税標準額に対する消費税額に「みなし仕入れ率」を乗じて仕入税額控除額を計算します。
　簡易課税制度の適用を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
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レジ導入等の支援
（A型）

受発注システムの改修等の支援
（B型）

概
要

補
助
率

補
助
額
上
限

複数税率に対応するレジの新規導入や、
既存レジの複数税率対応のための改修
を支援します。（レジには、POS機能のな
いレジ、モバイルPOSレジシステム、POS
レジシステムなどを含みます。）

電子的な受発注システム（EDI/EOS等）
を利用する事業者が、複数税率に対応す
るために必要となる機能の改修・入替を
支援します。

原則２/３
・導入費用が３万円未満の機器を１台
　のみ購入する場合３/４
・タブレット等の汎用端末は1/2（周辺
　機器とのセット購入のみ補助対象）

２/３

レジ１台あたり２０万円。新たに行う商
品マスタの設定や機器設置に費用を要す
る場合は、さらに１台あたり２０万円が
加算。複数台数申請等については、１事
業者あたり２００万円を上限。

小売事業者等の発注システムの場合
１０００万円
卸売事業者等の受注システムの場合
１５０万円
発注システム・受注システム両方の場合
１０００万円

　軽減税率対策補助金事務局ホームページ（www.kzt-hojo.jp）をご確認ください。

詳細

　本補助金制度についてのご質問は、軽減税率対策補助金事務局コールセンターにご連絡ください。
　（電話番号）0570-081-222
　（受付時間：平日9時～ 17時／通話料有料）

補助金に関する問い合わせ先

消費税の特例
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（３）消費税軽減税率制度への対応
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要件２

課税事業者の基準期間（※）における課税売上高が5,000万円以下であること

「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に納税地の税務署に提出していること

事業区分 該当する事業 みなし仕入率

第二種事業

第三種事業

第四種事業

第六種事業

第五種事業

第一種事業 （他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業）
卸売業

（他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで消費者に販売する事業）
小売業

農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業（製造小売業含む）、電気業、ガス業、
熱供給業、水道業
第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の
事業（飲食店業等）

運輸通信業、金融・保険業、サービス業

不動産業

90%

80%

70%

60%

50%

40%

×=仕入控除税額 みなし仕入率
課税標準額に対する消費税額
（売上対価の返還等に係る消費税の

合計額を控除した残額）

消費税軽減税率対策については下記を御参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/2016/160413zeisei.pdf

（２）消費税の簡易課税制度
～消費税の申告・納付にかかる事務負担を軽減します～

制度の概要
　簡易課税制度とは、申告・納付する消費税額について課税売上高を基に計算できる制度です。課税期間
の課税標準額に対する消費税額に「みなし仕入れ率」を乗じて仕入税額控除額を計算します。
　簡易課税制度の適用を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
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レジ導入等の支援
（A型）

受発注システムの改修等の支援
（B型）

概
要

補
助
率

補
助
額
上
限

複数税率に対応するレジの新規導入や、
既存レジの複数税率対応のための改修
を支援します。（レジには、POS機能のな
いレジ、モバイルPOSレジシステム、POS
レジシステムなどを含みます。）

電子的な受発注システム（EDI/EOS等）
を利用する事業者が、複数税率に対応す
るために必要となる機能の改修・入替を
支援します。

原則２/３
・導入費用が３万円未満の機器を１台
　のみ購入する場合３/４
・タブレット等の汎用端末は1/2（周辺
　機器とのセット購入のみ補助対象）

２/３

レジ１台あたり２０万円。新たに行う商
品マスタの設定や機器設置に費用を要す
る場合は、さらに１台あたり２０万円が
加算。複数台数申請等については、１事
業者あたり２００万円を上限。

小売事業者等の発注システムの場合
１０００万円
卸売事業者等の受注システムの場合
１５０万円
発注システム・受注システム両方の場合
１０００万円

　軽減税率対策補助金事務局ホームページ（www.kzt-hojo.jp）をご確認ください。

詳細

　本補助金制度についてのご質問は、軽減税率対策補助金事務局コールセンターにご連絡ください。
　（電話番号）0570-081-222
　（受付時間：平日9時～ 17時／通話料有料）

補助金に関する問い合わせ先
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①国税に関する窓ロ及び相談機関
　国税庁及び全国１２の国税局（事務所）に税務相談室が設置されており、国税に関する質問又は
相談に応じています。
　質問等には決まった手続や形式はなく、ロ頭でも電話でも差し支えありません。

　■国税庁のホームページ
　　　http://www.nta.go.jp/
　　　⇒各種手続の概要・届出書等の様式などが掲載されています。

②地方税に関する窓ロ及び相談機関
　都道府県や市町村においても、税の相談に応じていますので、各自治体にお問い合わせください。

　本パンフレットでご紹介した中小企業税制をご活用される場合には、各種中小企業支援のため
の法律の申請等が必要となる場合もありますので、下記のホームページに掲載されている各種パン
フレットや手引書等も、併せて参考にしてください。

（１）中小企業庁ホームページ
　　http://www.chusho.meti.go.jp/
　　中小企業関連税制のほか、中小企業支援施策について掲載しています。

（２）ミラサポホームページ
　　https://www.mirasapo.jp/

（３）経済産業省ホームページ
　　http://www.meti.go.jp/
　　経済産業省の施策全般について掲載しています。

　本パンフレットに掲載されている税制について不明な点などがございましたら、各項目に記載さ
れている問い合わせ先までご連絡ください。

今後とも、より一層皆様にとって活用しやすいパンフレットの作成に努めて参りますので、本パンフレット
についてお気づきの点などがございましたら、下記までご連絡いただければ幸いです。

　　中小企業庁財務課 〒100－8912　東京都千代田区霞が関１－３－１
  　　   中小企業庁ホームページ　 http://www.chusho.meti.go.jp/
     Ｅメールアドレス　 　　　chusyo-toiawase@meti.go.jp

税制に関する窓口及び相談機関

より詳しく知りたい方へ




